
埼玉県の空き家対策について
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令和７年度 埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議 新任者研修会

埼玉県のマスコット
「コバトン」「さいたまっち」

埼玉県都市整備部建築安全課
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［H27］八潮市、松伏町、志木市
［H28］新座市、加須市、上尾市、吉川市、越生町、小川町、

行田市
［H29］さいたま市、熊谷市、川口市、春日部市、深谷市、

三郷市、ふじみ野市、東松山市、白岡市、嵐山町、
ときがわ町、毛呂山町

［H30］川越市、戸田市、北本市、坂戸市、秩父市、羽生市、
草加市、越谷市、入間市、富士見市、吉見町、鳩山町

［R1］飯能市、鴻巣市、鶴ヶ島市
［R2］狭山市、日高市、横瀬町、東秩父村
［R3］本庄市、久喜市、三芳町、川島町
［R5］朝霞市、寄居町、杉戸町 ［R6］和光市、伊奈町、皆野町

市町村数策定状況

51策定済
4令和7年度 予定
5令和8年度〜 予定

60計

＜計画策定のメリット＞
実施体制の明確化（庁内の役割分担の明確化、横断的な取組み体制の構築）

国の交付金等を受ける条件

Point︕

空家等対策計画の内容

１ 空き家対策の指標
■ 空家等対策計画の策定状況［市町村］（令和7年3月31日現在）
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資料 春日部市空家等対策計画

防災や衛生、景観等の多岐にわたる課題が含まれる空き家対策を
実施するためには、庁内における連携が必要となる。

担当業務分担所管課
倒壊等の危険性がある空家等に関すること、空家等に関する相談窓口、空家所
有者等への情報提供、空家等対策協議会への情報提供、空家等対策協議会の
運営、特定空家等の認定、空家等対策計画の策定・変更、空家等の利活用、
空家等データベースの整備、各種団体との連携

住宅政策課
（総合窓口）

防犯上の問題に関すること交通防犯課
雑草・樹木の繁茂に関すること環境政策課
ゴミの放置や投棄に関すること（衛生）リサイクル推進課
道路通行上支障がある問題に関すること道路管理課
火災予防に関すること消防本部予防課
空き店舗に関すること
商工会議所及び商工会との連携商工振興課

１ 空き家対策の指標
【参考】 庁内における役割分担事例
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“ 今 ”の空き家 ⇒ こわす（除却）、つかう（流通・活用）
“将来”の空き家 ⇒ しない（予防）

Point︕

13.6 万戸 (全国8位)

(空き家率3.8％ 全国45位）

市町村による老朽危険空家の
指導等件数

691 件（R5.3末）

空き家（売買・賃貸・別荘等以外）

住宅総数
355.5 万戸

予備軍（65歳以上単身・夫婦とも
65歳以上持ち家世帯）

58.5 万世帯(全国4位)

［R5住宅・土地統計調査（総務省）］

・発生要因の5割強は相続

２ 空き家対策の取組
■ 埼玉県の住宅総数と空き家

・ 所有者が分からない
・ 所有者が遠方にいる
・ 権利者が複数人
・ 対応してくれない 等

・ 解決が困難
・ 事務が大変
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２ 空き家対策の取組
■ 具体的な取組
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・ 【県・司法書士会・行政書士会等】 相続おしかけ講座
→ 空き家予備軍へ相続登記の推進、相続方法の普及啓発 ※R1〜

・ 【連絡会議】 周知・啓発資料作成及び利用方法マニュアル作成
死亡届時に相続登記を促すマニュアル作成

しない
予防

・ 【市町村】 危険空き家への指導、代執行等

・ 【国へ要望】 空き家を除却しても跡地の固定資産税が急増しない税制措置

こわす
除却

・ 【国へ要望】 中古住宅の購入、建替に対する所得税の優遇
福祉活用時における固定資産税等の住宅用地特例の適用

・ 【県・不動産団体】 空き家の持ち主応援隊
→ 空き家の相談や管理、売買等を頼める地域の不動産業者を簡単検索 ※H30〜

・ 【市町村】 空き家バンクの設置促進・支援
・ 【住まい協議会】 安心中古住宅登録制度の拡充

・ 【県】 既存住宅流通促進ネットワーク
・ 【JTI】 「マイホーム借上げ制度」の普及促進

※県住宅課

つかう
流通
活用・

・ 【県】 空き家バンク活性化支援事業



２ 空き家対策の取組
■ 具体的な取組
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 「空き家コーディネーター」を中心とした施策の展開 ※課題への対応︓空き家相談の総合窓口

活
用
希
望
者

空
き
家
所
有
者

つかう［流通・活用］

空き家の持ち主応援隊［ ・宅建協会・全日埼玉］
空き家所有者が地域の不動産業者を簡単に検索して相談・依頼できる仕組み ※H30.4〜

空き家バンク［55市町村46バンク］
空き家の売却、賃貸を希望する所有者からの提供情報をホームページで紹介する仕組み

安心中古住宅登録制度［ ・住まい協］、マイホーム借上げ制度［ ・JTI］

県

県 県

こわす［除却等］

危険空き家等への指導、代執行等［市町村］
市町村による特定空家等に対する法に基づく助言・指導、勧告、命令、代執行等

しない［予防］

相続おしかけ講座［ ・司法書士会・行政書士会］
相続登記の必要性や対策方法を普及啓発するための県民向け講座 ※R1.6〜

県

埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議

相談

活用
登録

相談

空
き
家
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー



２ 空き家対策の取組

宮代町西口８町会地区
交流サロンどんぐりクラブ

【高齢者の集まり】
・ 高齢者サロン
・ 自治会の集会 など

講師︓司法書士
行政書士

◎令和元年６月スタート

遺言、任意後見、
家族への信託など、
相続対策の意識啓発

講演
相談

【申込状況︓279 件 参加者 7,220 人（R7.3末時点）】

白岡市 Studio Labo オレンジカフェ 坂戸市 高齢者大学（公民館） 8

■ 相続おしかけ講座の概要［埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議］
予防



★固定資産税通知の活用 〜建物所有者への啓発〜

★回覧板の活用

固定資産税通知を
活用する市町村が
増えています

納税通知活用市町村数

建物所有者等

★死亡届のやることリストに相続登記を明記

H30専門部会でひな型を作成、マニュアルに掲載

相続したけど
住まない実家は

どうすればいいの︖
登記、空き家管理、
バンク、売却、賃貸
等の方法・相談先
をお知らせ

・「空き家管理・活用の道しるべ」（冊子）
・「空き家の持ち主応援隊」（チラシ）
・「相続・認知症対策の道しるべ」（チラシ）等

所有者等に
直接届く︕
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２ 空き家対策の取組
■ 建物所有者への周知・啓発［市町村］

予防



● 制度の特徴
（１）所有者が、空き家の管理に応じてくれる地元の業者を簡単に検索できる。

（２）管理だけでなく、空き家の解消に向けた売買、賃貸、解体等の相談も可能。

空き家会議で創設した 県×不動産団体の連携事業 Ｈ30.4 スタート

［（公社）埼玉県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会埼玉県本部］

□ 草木の手入れ
□ 通水や換気
□ ポストの確認
□ 清掃
□ 劣化目視確認

【 空き家管理の内容 】
□ 家財の生前整理、

遺品整理
（一部の登録業者が対応可）

業者ごとのサービス・料金を掲載︕

＜契約実績＞ （令和6年12月時点）

計解体賃貸売買管理
277504713347

登録事業者数
332

⇒ 市町村窓口でも応援隊の業者を紹介

このマークが

目印です！
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２ 空き家対策の取組
■ 空き家の持ち主応援隊［埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議］

活用・流通



秩父広域連合（秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町・長瀞町）、ときがわ町、川島町、越谷市、越生町、
羽生市、小川町、東秩父村、坂戸市、鶴ヶ島市、飯能市、志木市、北部地域（熊谷市・本庄市・深谷市・
美里町・神川町・上里町・寄居町）、嵐山町、東松山市、ふじみ野市、所沢市、鳩山町、行田市、入間市、
加須市、日高市、毛呂山町、新座市、吉川市、戸田市、春日部市、白岡市、松伏町、鴻巣市、北本市、桶
川市、上尾市、伊奈町、富士見市、草加市、幸手市、川越市、八潮市、宮代町、越谷市、杉戸町、蓮田市、
朝霞市、三郷市、久喜市、吉見町

設置済︓

46バンク 55市町村
（全国版のみ市町村含む）

（令和7年3月31日現在）

登録件数（累計） ︓ 1,876件
成約件数（累計） ︓ 1,103件 通算成約率 58.8％

Point︕ ⇒ 効果が高い
11

２ 空き家対策の取組 活用・流通
■ 空き家バンク［市町村］

空き家バンク
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２ 空き家対策の取組 活用・流通
■ 空き家バンク活性化支援事業［県］

事業概要

埼玉版スーパー・シティプロジェクトで空き家対策に取り組む市町村の空き家バンクを支援するため、地域ま
ちづくり計画に定める区域で空き家の改修費補助などを行う市町村への財政的支援を行う。
①改修費補助への上乗せ補助 20件×500千円＝10,000千円（県10/10)
【事業内容】空き家バンクに登録された物件を改修する場合に、市町村による補助に上乗せ補助を実施
【負担割合】市町村が補助する額の1/2（上限︓500千円）

［例︓市町村の補助割合が1/2の場合 県(1/4)、所有者(1/4)、市町村(1/2)］

②地域の活性化に資する取組に対する補助 1件×5,000千円＝5,000千円（県10/10)
【事業内容】市町村が自ら又は民間事業者と連携して空き家バンクの空き家を改修し、地域の活性化等を図る
事業への補助
【負担割合】市町村が主体…市町村と同額（上限︓5,000千円）

民間事業者が主体…市町村と同額（上限︓5,000千円かつ市町村と合わせて事業費の3/4以下）
［例︓市町村の補助割合が1/3の場合 県(1/3)、所有者(1/3)、市町村(1/3)］

市町村所有者

1/2 1/2

市町村所有者県

1/4 1/21/4

市町村県

1/2 1/2

市町村民間事業者県

1/3 1/31/3

【主体】
市町村

【主体】
事業者
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２ 空き家対策の取組 活用・流通
■ 既存住宅流通促進ネットワーク［県］

Ｒ５年度から、既存住宅の流通促進を図り、利用目的のない
空き家の発生を抑制するため、官民連携による流通促進ネッ
トワークを設置し、流通モデル事業を検討

事業概要

 既存住宅流通促進モデル事業の実施
①構成員間の連携による相談会・イベントの実施
空き家所有者等を対象とした各構成員による相談会等
の共同開催、各々が保有するメディアを使った共同ＰＲに
よる効果的な事業の実施。
②空き家利活用・マッチング促進
地域で空き家の利活用を図る新たなプレイヤーの掘り起
こしを実施。

 実施結果の効果検証、Ｒ７年度以降のモデル事業検討

Ｒ６年度

モデル事業① 構成員間の連携による相談会・イベントの周知・効率化

埼玉県

宅建協会 全日埼玉

行政書士会

司法書士会

埼玉りそな銀行

武蔵野銀行

東武鉄道
埼玉縣信金

住まい協

取組
１

相互連携による空き家問題
意識向上のための
共同イベント・PRの展開

取組
２ 県民の空き家問題に関する意識・実態調査の実施

取組
3

官民連携による空き家対策議論の記録作成・公表

PR
周知

プレイヤー紹介
埼玉県既存住宅

流通促進
ネットワーク

※連携取組検討

連携
１

まちづくりプレイヤーの
プラットフォームとの連携

連携
２

各構成員による
プレイヤーの発掘・紹介

啓発

対象地域の
空き家所有者

相談

相談

空き家利用者・
利用候補者

情報

発信

既存のプラットフォームの取組

モデル事業② 空き家利活用促進・マッチング促進
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２ 空き家対策の取組 活用・流通
■住宅関連の住み替え支援制度など 〜令和6年度の取組〜
PR動画による情報発信

納税通知書に同封する空き家バンクの案内に
動画のQRコードを掲載しませんか

空き家バンク登録促進編
内 容︓空き家を所有しているものの、その処分・活用に困って

いる50〜70歳代の方及びその相続者をターゲットとし
て、空き家バンクへの登録をＰＲ

動画長さ ︓60秒・30秒
参考URL︓https://www.youtube.com/watch?v=DBUMRAVipqY&t=0s

空き家利活用編
内 容︓住み替えや移住を検討している20〜30歳代の子育て

世代をターゲットとして、リノベーションによって空き家を
利活用した住まいをＰＲ

動画長さ ︓60秒・30秒
参考URL︓https://www.youtube.com/watch?v=hVshZMsMmPo

【60秒Ver】 【30秒Ver】

【60秒Ver】 【30秒Ver】

https://www.youtube.com/watch?v=DBUMRAVipqY&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hVshZMsMmPo


東武鉄道との連携東武鉄道との連携

一般社団法人
移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）

国の基金
（高齢者住宅財団）

制度利用者：５０歳以上

県の独自保証
制度利用者：年齢制限なし

万が一の場合の保証

マイホームを

貸したい人

制度利用者

賃貸物件を

借りたい人

子育て世帯など

終身
借家契約

３年契約の
定期借家

住み替え相談等 住み替え相談等

マイホーム借上げ制度

空き家保証

※
借り手のメリット
・相場より安い家賃
・敷金・礼金なし

県 ： 連携 （制度普及、連携強化）

市町村 ： 相談 （制度紹介窓口）

金融機関 ： 融資 （独自の融資制度）

関係機関の連携

安心中古住宅登録制度の拡充

■令和６年度市町村トライアルセミナー開催状況
４市町（熊谷市、さいたま市、草加市、狭山市）

県の住み替え支援情報をホームページやイベントで発信

令和７年度も市町村に意向を確認のうえ開催予定

主な住み替え支援

■安心を届ける３つの基準

・既存住宅売買瑕疵保険への加入

・アフターメンテナンスの相談

・一定の耐震基準に適合

情報発信

イベントによる情報発信イベントによる情報発信

■住み替え相談会などの 開催

■住み替えや移住に関する制度の紹介など
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２ 空き家対策の取組 活用・流通
■ 住み替え促進事業［埼玉県］

埼玉県住まいづくり協議会

「おいで埼玉！」
（住み替え・移住PRイベント）



＜令和5年税制改正＞
○空き家となった被相続人の住まいを、相続人が耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷

地を譲渡した場合、又は買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォーム又は除却
の工事を行った場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
（敷地及び建物の相続人が３人以上の場合は2,000万円/人まで）

○譲渡日は、①相続日から3年を経過する12月末まで、かつ ②2027年12月末まで。

○今回の拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象。

5,226 件 （H28〜R6.3末現在 国調べ）

対象を拡大し、相続後の早期流通を促進︕

○確認書発行件数（県全体）

○市町村「被相続人居住用家屋等確認書」の交付 ⇒ 税務署「確定申告」 ⇒ 特例適用

（うち除却 4,147 件） 16

２ 空き家対策の取組 活用・流通
■ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除制度［国（市町村）］



改善267 件

Ｒ6.3末時点 埼玉県調べ

（うち 除却204 件）

指導等の実施件数（回数）

代執行等の措置状況

市町村長は法に基づき特定空家等に対して、行政代執行等の措置が可能

指導・
助言

勧告 命令
行政

代執行

所有者が確知できない場合は、公告をすれば、略式代執行が可能

◆市町村長による「特定空家等」（※1）に対する措置の流れ

勧告 ⇒ 住宅用地特例（※２）の
対象から除外

※２住宅用地特例︓固定資産税1/6等
都市計画税1/3等

※1 「特定空家等」の定義

① 著しく保安上危険となるおそれ
② 著しく衛生上有害となるおそれ
③ 著しく景観を損なっている 等

R6.3末時点 国土交通省調べ

R6.3末時点 埼玉県調べ

17

２ 空き家対策の取組
■ 特定空家等に対する指導等の状況［市町村］

除却等

計R5年度R4年度R3年度Ｒ2年度Ｒ1年度H30年度H29年度H28年度H27年度

5842743545596117916734助言・指導

77125101011111440勧告

20302420810命令

10103112200代執行等

691434869701101301157234計

R5年度R3年度R2年度R1年度H30年度H29年度
深谷市（1件）熊谷市（1件）熊谷市（1件）熊谷市（1件）坂戸市（1件）行政代執行（法14条9

項）

本庄市（1件）
熊谷市（1件）

深谷市（1件）
川口市（1件）

川口市（1件）略式代執行（法14条10
項）



39市町村 ［法の施行前 19市町村 施行後 20市町村］

法律より先に条例を制定しているケースも多く、関係は様々
① 法が規定したことを、再度規定
・法で任意のものを条例で義務とする
例）計画策定、協議会の設置 など

③ 法に規定のないものを独自に規定
・所有者の適正管理義務付け、緊急時の即時執行
相続人不明事案対応 など

② 法の抽象的な規定の解釈を規定
・著しく保安上危険、衛生上有害などの具体的基準

※上智大学法科大学院 教授 北村 喜宣
「国際文化研修2016夏」等文献より

空家特措法

① ②

③

■ 県内 空き家の適正管理条例の制定状況（Ｒ6.3末時点）

【法律と条例の関係】

18

２ 空き家対策の取組
■ 空き家の適正管理条例の制定状況［市町村］

除却等



【令和６年度】
『空き家を含む中古住宅の流通促進のための税制度の見直し』

（１）空き家を含む中古住宅の流通を促進するため、既存住宅の購入者に対する
住宅ローン減税の控除が適用される期間を延長するなどの優遇措置を講じること。

（２）空き家の除却及び福祉施設等での活用を促進するため、
空き家の所有者に対する都市計画税及び固定資産税の見直しを講じること。

⇒ 現在は、新築に比べて中古住宅取得は優遇幅が約半分
新築との差別化により、中古住宅の流通を促進

⇒ 現在の都市計画税及び固定資産税の住宅用地特例は、「住宅」が前提
空き家を除却すると特例の適用がなくなるため、税が高くなる＝除却の妨げ
空き家を福祉活用すると「住宅」ではないとして特例の適用がなくなる＝活用しにくい

19

２ 空き家対策の取組
■ 政府要望［埼玉県］



＜空き家対策全般＞
空家等対策計画モデル計画、空き家相談窓口対応マニュアル、空き家実態調査方法マニュアル
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除事務処理マニュアル、相続人の調査方法マニュアル

＜管理不全空き家の指導等＞
管理不全空家等及び特定空家等判定方法マニュアル、管理不全空家等及び特定空家等に対する
指導手順マニュアル、行政代執行マニュアル

＜空き家利活用対策＞
空き家バンク設置支援マニュアル、空き家利活用事例集、
空家等活用促進区域指定・空家等活用促進指針策定マニュアル、
空家等管理活用支援法人指定・監督マニュアル

＜空き家対策啓発資料＞
「空き家の管理・活用の道しるべ」、「相続・認知症対策の道しるべ」、 「空き家の持ち主応援隊」
「相続おしかけ講座」、「はじめませんか︖家の終活」、「危険です 空き家の放置」

20

２ 空き家対策の取組
■ 空き家対策マニュアル［埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議］

令和7年度予定
・空き家対策動画作成
・普及啓発資料作成



３ 国による補助制度や取組

21



３ 国による補助制度や取組

22



23

３ 国による補助制度や取組 財政支援措置



24

３ 国による補助制度や取組 財政支援措置



25

３ 国による補助制度や取組 財政支援措置



３ 国による補助制度や取組
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３ 国による補助制度や取組 税制措置

27



３ 国による補助制度や取組 税制措置

28



３ 国による補助制度や取組 その他取組等

29



３ 国による補助制度や取組 その他取組等

30



３ 国による補助制度や取組 住宅・不動産等
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３ 国による補助制度や取組 住宅・不動産等

32



３ 国による補助制度や取組

33

住宅・不動産等

５．５％

４．４％

３．３％



・専門家が中古住宅のひび割れや雨漏りなどを調べる「建物状況調査（インスペクション）」を促す
改正宅地建物取引業法が施行。
・売主・買主が安心して既存住宅の取引ができることで既存住宅流通規模を増やすことが狙い。
・媒介契約時に宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示すことを義務化。
媒介依頼者の意向に応じてあっせんする。
・重要事項説明時にインスペクションの結果を買主に説明することを義務化
（インスペクションを実施した場合）。
・売買契約締結時に基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から
売主と買主に書面で交付することを義務化。

※インスペクションが義務化されたわけではない
34

３ 国による補助制度や取組

◆ 中古不動産取引におけるインスペクション業者のあっせんの可否提示等の義務化
（宅地建物取引業法 平成30年4月1日施行）

住宅・不動産等



◆ 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課（法律・税制）・住環境整備室（予算）
電話 :03-5253-8111

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

※ まちづくりに対する民間都市開発推進機構の低利貸付など、空き家対策に関する
全国的な情報を掲載。

◆ 空き家・空き地等の流通の活性化の推進関連情報

国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
電話 :03-5253-8111

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html

35

３ 国による補助制度や取組

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html


36

４ その他

1,117団体（令和5年4月18日時点）



連絡先埼玉県 担当課

048－830－5524企画担当建築安全課
空き家対策全般
・空き家対策特措法
・埼玉県空き家・所有者不明
土地対策連絡会議

－5571企画担当
住宅課

空き家バンク
住み替え促進事業
住宅セーフティネット
住まいづくり協議会

－5573マンション・居住支援担当マンション関係

－5338総務・企画・景観担当都市計画課まちづくり埼玉プラン
景観

－3950民泊担当観光課民泊（住宅宿泊事業法）

■ 埼玉県の空き家に関する問い合わせ先

37

４ その他


